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日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
所
属
弁
護
士
会

へ
の
助
成
に
関
す
る
規
程 

 

（
平
成
十
九
年
三
月
一
日
会
規
第
七
十
八
号
） 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
本
会
が
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
の
所
属
す

る
弁
護
士
会
を
財
政
的
に
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

支
援
セ
ン
タ
ー 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。 

 

二 

常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士 

総
合
法
律
支
援
法
第
三
十
条
に

規
定
す
る
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
関
し
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に

勤
務
し
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
、
他
人
の
法
律
事
務
を
取

り
扱
う
契
約
を
締
結
す
る
弁
護
士
を
い
う
。 

 

三 

所
属
弁
護
士
会 

常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
が
所
属
す
る
弁

護
士
会
を
い
う
。 

 

四 

会
費 

弁
護
士
会
会
費
及
び
弁
護
士
会
支
部
会
費
そ
の
他

こ
れ
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、
名
目
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

弁
護
士
会
会
則
、
会
規
そ
の
他
の
規
則
に
よ
り
、
会
員
の
義
務
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と
し
て
、
毎
月
徴
収
さ
れ
る
金
員
の
う
ち
、
会
館
建
設
及
び
補

修
等
に
関
し
徴
収
さ
れ
る
特
別
会
費
（
そ
の
額
が
当
該
弁
護
士

会
に
所
属
す
る
期
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
額
（
一
定
額

を
分
割
納
付
す
る
形
態
を
含
む
。
）
の
場
合
を
い
う
。
）
を
除

い
た
金
員
を
い
う
。 

 

五 

助
成
金 

次
条
に
基
づ
き
、
本
会
か
ら
弁
護
士
会
に
支
給
さ

れ
る
金
員
を
い
う
。 

 

（
助
成
） 

第
三
条 

本
会
は
、
所
属
弁
護
士
会
が
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
の
会

費
の
一
部
を
免
除
し
た
場
合
（
会
費
の
額
が
、
支
援
セ
ン
タ
ー
が

常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
の
会
費
に
つ
い
て
す
る
負
担
額
を
上
回

る
額
に
限
る
。
）
に
、
当
該
所
属
弁
護
士
会
に
対
し
、
免
除
額
を

限
度
と
し
て
助
成
金
を
支
給
す
る
。 

 

（
支
給
の
手
続
） 

第
四
条 

所
属
弁
護
士
会
が
、
前
条
に
規
定
す
る
助
成
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
常
勤
ス
タ

ッ
フ
弁
護
士
が
入
会
し
て
か
ら
四
か
月
以
内
に
所
定
の
申
請
書

を
本
会
に
提
出
し
て
助
成
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

本
会
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
理
委
員
会
の
承

認
を
得
て
助
成
金
を
支
出
す
る
。 

 

（
弁
護
士
会
の
報
告
） 
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第
五
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
本
会
か
ら
助
成
を
受
け
た
所
属

弁
護
士
会
は
、
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
が
当
該
弁
護
士
会
の
会
員

で
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
が
そ
の
職
を

辞
し
た
と
き
は
、
本
会
に
対
し
、
す
み
や
か
に
そ
の
旨
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
助
成
金
の
清
算
） 

第
六
条 

所
属
弁
護
士
会
は
、
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
が
任
期
の
途

中
で
当
該
弁
護
士
会
の
会
員
で
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
そ
の
職

を
辞
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
本
会
か
ら
助
成
金
の
支
給
を
受

け
て
い
る
と
き
は
、
本
会
に
助
成
金
を
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


